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（1）   九 頭 竜 川 流 域 の概 要  

九 頭 竜 川 は、その水 源 を福 井 県 と岐  

阜 県 県 境 の油 坂 峠 （ 717ｍ ） に発 し、石  

徹 白 川 、打 波 川 等 の支 川 を合 わせ、大  

野 盆 地 に入 り真 名 川 等 の支 川 を合 わせ、 

福 井 平 野 （ 越 前 平 野 ） に出 て福 井 市 街  

地 を貫 流 し日 野 川 と合 流 、その後 は流  

れを北 に変 え日 本 海 に注 ぐ幹 川 流 路 延  

長 116 ㎞、流 域 面 積 は 2,930  km 2 の一  

級 河 川 である。 

流 域 は、福 井 、岐 阜 の両 県 にまたがり、 

福 井 市 をはじめ 8 市 4 町 からなり、流 域 の 

土 地 利 用 は山 地 等 が約 76％ を占 め、水  

田 や畑 地 等 の農 地 が約 14％ 、宅 地 等 の 

市 街 地 が約 7％ となっている。 

流 域 内 には約 63 万 人 の人 々が暮 らし 

ており、福 井 県 の県 庁 所 在 地 である福 井               九 頭 竜 川 流 域 図  

市 の中 心 部 は九 頭 竜 川 、日 野 川 、足 羽 川  

に囲 まれた地 域 で人 口 と資 産 が集 中 している。洪 水 時 の 3 つの河 川 の水 位 は、福 井 市 街 地 より

高 く、一 旦 堤 防 が決 壊 すると甚 大 な被 害 に見 舞 われるという特 徴 をもっている。 

流 域 は日 本 海 型 気 候 の多 雨 多 雪 地 帯 に属 し、平 均 年 間 降 水 量 は、平 野 部 で約 2,300mm、

山 間 部 で約 2,700mm となっており、年 平 均 降 雪 量 は平 野 部 で約 2m、山 沿 いで 6m 以 上 に達 す

る。 

 

 

福 井 市 街 地 断 面  （ 洪 水 時 の水 位 は市 街 地 より高 い）  

 

（2）   足 羽 川 流 域 の概 要  

足 羽 川 は、九 頭 竜 川 水 系 日 野 川 の支 川 で、流 域 面 積 415 .6km 2 、幹 川 流 路 延 長 61 .7km の

一 級 河 川 で、その源 を福 井 県 と岐 阜 県 の県 境 の冠 山 （ 標 高 1,257m） に発 し、山 間 部 を曲 折 し

ながら池 田 町 を北 流 し、途 中 、中 小 支 川 を合 流 しながら福 井 市 小 和 清 水 で流 向 を北 西 に転 じ、

天 神 橋 地 先 で平 地 に出 て福 井 市 街 地 を貫 流 し、福 井 市 三 郎 丸 地 先 で日 野 川 に合 流 している。 

 

 

 

 

❑流域の概要 ❑流域の概要 



- 2 - 

 

（3） 過 去 の主 な洪 水  

足 羽 川 では、戦 後 昭 和 28 年 9 月 の台 風 13 号 、同 34 年 8 月 の台 風 7 号 、同 36 年 9 月

の第 二 室 戸 台 風 、同 39 年 7 月 の梅 雨 前 線 、同 40 年 9 月 の奥 越 豪 雨 、同 47 年 7 月 の梅 雨

前 線 による洪 水 等 により、特 に大 きな被 害 を受 けた。 

また、平 成 16 年 7 月 の福 井 豪 雨 による洪 水 は足 羽 川 流 域 を中 心 に広 い範 囲 で洪 水 被 害 を

もたらし、足 羽 川 上 流 部 などでは、土 石 流 が発 生 し甚 大 な被 害 をもたらすとともに、足 羽 川 の堤

防 の決 壊 などにより福 井 市 街 地 でも甚 大 な被 害 となった。 

 

足 羽 川 ブロックにおける主 な浸 水 被 害  

 
出 典 ： 昭 和 28 、3 4 年  九 頭 竜 川 流 域 誌 、 福 井 県 土 木 史 等 、 昭 和 3 6 年 ～ 平 成 1 6 年  水 害 統 計 、  

昭 和 2 8、 34 年 の 被 害 は 全 県 合 計 値   ※ 九 頭 竜 川 水 系 河 川 整 備 計 画 （ 足 羽 川 ブロ ック ） より 転 記  

 

 

 

 

 

 

 

 

生起年 浸水家屋
一般資産・
営業停止損
失

農作物被害
額

浸水被害が発生した河川

宅地 農地 （棟） （千円） （千円）

昭和28年 死者・不明15人、流失・損壊家屋1,252戸、浸水家屋17,838戸 足羽川等

昭和34年 死者・不明36人、流失・損壊家屋153戸、浸水家屋19,437戸 足羽川等

昭和36年 3,960 357,701 49,423
九頭竜川、足羽川、日野川、
上味見川、羽生川

昭和38年 2 10 2 0 380 上味見川

昭和39年 700 1,600 2,893 205,165 43,680 荒川

昭和40年 11 739 663 766,136 39,167 足羽川、荒川

昭和44年 0 19 246 16,228 545 足羽川、荒川

昭和45年 0 253 58 1,218 12,397 荒川

昭和47年 15 199 850 95,612 56,900
足羽川、荒川、魚見川、水海
川、部子川、

昭和50年 3 13 45 19,556 3,950 足羽川、荒川、古川

昭和51年 1 0 17 7,819 0 古川

昭和54年 0 0 24 7,936 0 荒川、大谷川

昭和56年 6 13 118 113,577 8,675
足羽川、古川、計石川、大谷
川、野津又川

昭和57年 0 0 2 551 0 足羽川

昭和58年 12 6 237 296,601 0 足羽川、荒川

昭和61年 0 0 1 1,817 0 三万谷川

平成元年 7 0 326 104,150 0 足羽川、芦見川

平成 7年 1 0 1 1,978 0 足羽川

平成10年 2 0 16 30,716 0 足羽川

平成16年 200 247 12,213 135,206,899 1,818,796 足羽川、荒川、部子川

浸水面積（ｈａ）

2,251

足 羽 川 流 域 （ 福 井 市 春 日 付 近 ： 堤 防 の 決 壊 ）  

平 成 1 6 年 7 月 1 8 日  出 水  
足 羽 川 流 域 （ 福 井 市 朝 谷 島 付 近 ）  

平 成 1 6 年 7 月 1 8 日  出 水  
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（1） 事 業 の目 的  

足 羽 川 ダム建 設 事 業 は、足 羽 川 、日 野 川 、九 頭 竜 川 の下 流 地 域 における洪 水 被 害 の軽 減

を目 的 として、九 頭 竜 川 水 系 足 羽 川 の支 川 部 子 川 （ 福 井 県 今 立 郡 池 田 町 小 畑 地 先 ） に洪 水

調 節 専 用 のダムを新 設 するとともに、他 流 域 の 4 河 川 （ 水 海 川 、足 羽 川 、割 谷 川 、赤 谷 川 )の

洪 水 を導 水 するための施 設 （ 分 水 堰 ・ 導 水 トンネル)を整 備 するものです。 

ダム本 体 及 び水 海 川 分 水 施 設 ・ 水 海 川 導 水 トンネルについては令 和 11 年 度 の完 成 を目 標

としており、日 本 大 規 模 （ ダム高 、堤 体 積 、洪 水 調 節 容 量 ） の流 水 型 ダムとなります。 

                    足 羽 川 ダム建 設 事 業  計 画 平 面 図  

 

（2） 治 水 計 画 について 

 

1．  九 頭 竜 川 水 系 河 川 整 備 基 本 方 針 （ 令 和 5 年 12 月 変 更 ）  

足 羽 川 の基 本 高 水 は、ピーク流 量 を基 準 地 点 天 神 橋 にお

いて 3,100m 3/s に対 し、このうち流 域 内 の洪 水 調 節 施 設 等 に

より 1,000m 3/s を調 節 して河 道 への配 分 流 量 を 2,100m 3/s と

しています。 

足 羽 川 では、洪 水 調 節 施 設 として足 羽 川 ダムと併 せて、水

海 川 ・ 足 羽 川 ・ 割 谷 川 ・ 赤 谷 川 流 域 の４ 河 川 の洪 水 を導 水

するための分 水 施 設 として、２ 本 の導 水 トンネル及 び分 水 堰

を整 備 します。 

 

2． 九 頭 竜 川 水 系 河 川 整 備 計 画 (平 成 19 年 2 月 策 定 ) 

足 羽 川 天 神 橋 地 点 における戦 後 大 規 模 の 2,400m3 /s

に対 し、このうち流 域 内 の洪 水 調 節 施 設 により 600m 3/s を調

節 し、河 道 への配 分 流 量 を 1,800m 3/s としています。 

洪 水 調 節 施 設 としては、足 羽 川 ダムと水 海 川 流 域 の洪 水

を導 水 する１ 本 目 の導 水 トンネル及 び水 海 川 分 水 堰 からな

る分 水 施 設 の建 設 を進 めています。  

 

❑足羽川ダム建設事業の概要 

河 川 整 備 基 本 方 針 の 目 標 と す る 流 量  

河 川 整 備 計 画 の 目 標 と す る 流 量  
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（3） 諸 元  

 

a） ダム 

河 川 名  一 級 河 川 九 頭 竜 川 水 系 部 子 川  

位 置 （ ダム サ イト）  左 岸 ： 福 井 県 今 立 郡 池 田 町 小 畑 地 内  

右 岸 ： 福 井 県 今 立 郡 池 田 町 小 畑 地 内  

集 水 面 積  10 5 . 2 k m 2  ( 直 接 3 4 . 2 k m 2 ・ 間 接 7 1 . 0 k m 2 )  

湛 水 面 積  0 . 9 4 k m 2  

形 式  重 力 式 コンク リー トダム  

堤 高  約 96 ｍ （ 基 礎 地 盤 か ら 堤 頂 ま で）  

堤 頂 長  約 35 1 ｍ  

堤 体 積  約 67 0 , 0 0 0 m 3  （ 減 勢 工 含 む ）  

堤 頂 （ 標 高 ）  EL . 2 7 1 . 0 ｍ  

総 貯 水 容 量  28 , 7 0 0 , 0 0 0 m 3  

有 効 貯 水 容 量  28 , 2 0 0 , 0 0 0 m 3  

堆 砂 容 量  50 0 , 0 0 0 m 3  

設 計 高 水 位  EL . 2 6 8 . 7 m  

洪 水 時 高 水 位  EL . 2 6 5 . 7 m  

（ ダ ム 本 体 は 段 階 整 備 に 適 さ な い 構 造 物 で あ る こ と 等 か ら 、 河 川 整 備 基 本 方 針 に 対 応 し た 施 設 規 模 と し て い ま す 。 ）  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダム堤 体 の平 面 図  

貯 水 池 容 量 配 分 図  

堤 頂 長 約 3 5 1 m  

部 子 川  

洪 水 調 節 専 用 （ 流 水 型 ） ダムのイメージ 

■ 令 和 4 年 1 0 月 ダ ム 本 体 打 設 着 工  

ダ ム サ イ ト イ メ ー ジ  
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b） 導 水 トンネル 

①【 整 備 計 画 】 水 海 川 分 水 堰 ・ 水 海 川 導 水 トンネル 
  水 海 川  

分 水  

施 設  

位 置  福 井 県 今 立 郡 池 田 町 水 海 地 先  

分 水 堰  高 さ 約 19 ｍ 、 堰 頂 長 約 94 ｍ  

導 水 ト 

ンネル 

径  約 8 . 5 ｍ  

延 長  約 4 . 7 k ｍ  

 

 

②【 将 来 整 備 】 足 羽 川 分 水 堰 ・ 足 羽 川 導 水 トンネル、割 谷 川 分 水 堰 ・ 割 谷 川 導 水 トンネル、 

赤 谷 川 分 水 堰 ・ 赤 谷 川 導 水 トンネル 

  足 羽 川  割 谷 川  赤 谷 川  

分 水  

施 設  

位 置  池 田 町 志 津 原 地 先  池 田 町 土 合 皿 尾 地 先  池 田 町 土 合 皿 尾 地 先  

分 水 堰  高  さ   約   1 4 ｍ  

堰 長  約 10 2 ｍ  

高  さ   約 1 5 ｍ  

堰 長  約 65 ｍ  

高  さ   約 1 0 ｍ  

堰 長  約 75 ｍ  

導 水 ト 

ンネル 

径  約 13 ｍ  約 8 ｍ  約 5 ｍ  

延 長  部 子 川 ～ 足 羽 川 ～ 割 谷 川 ～ 赤 谷 川 の 区 間  約  11 ｋ ｍ  

                       ※ 本 頁 の 数 値 は 設 計 の 進 捗 状 況 に よ り 諸 元 が 変 更 す る 場 合 が あ り ま す  

 

 
 

水 海 川 導 水 ト ン ネ ル 断 面 図  

約 8 . 5 m  

約 8 . 5 m  

【 凡 例 】  

 整 備 計 画  

将 来 整 備  

■導 水 トンネル吐 口 イメージ 

■ 平 成 2 9 年 5 月 導 水 ト ン ネ ル 吐 口 着 工  

■ 導 水 トン ネル 呑 口 イ メ ー ジ 
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昭和43年 2月

（1968年）

九頭竜川水系工事実施基本計画改定（第1回）

「足羽川上流部に多目的ダムを建設して下流の洪水の軽減を図る」

昭和58年

（1983年）
実施計画調査着手

平成  4年11月

（1992年）
美山町長が建設促進陳情、12月町議会でダム受け入れ表明

平成  6年度

（1994年）
建設事業移行

平成  7年 9月

（1995年）

ダム建設事業審議委員会を設置

＜審議委員会12回、勉強会3回、現地視察、意見を聞く会＞

平成  9年 9月

（1997年）

ダム審議委員会が局長に答申

　答申の内容

・足羽川ダムは治水・利水・環境の観点から必要。

・現ダム計画（美山サイト）は大きな犠牲を伴い地元同意を得ることは困難な状況から、水没世帯が極力少なくなるよう事業者は 善

の努力をすべき。

平成11年11月

（1999年）

現ダムと比較できる代替候補案の机上検討結果を公表

・代替候補案（部子川サイト）：ダム（部子川）＋導水（4流域）

・今後の方針：「技術的に実現可能か現地調査を実施し・・・現ダム（美山サイト）と総合的に比較検討して、ダム計画の方針について

公表する。」

平成14年 1月

（2002年）

県から「足羽川ダムに係る水需要計画」の回答

足羽川ダムの新規利水（上水道・工業用水）は不参加としたい

平成14年 5月

（2002年）
「九頭竜川流域委員会」が設立

平成14年 7月

（2002年）

「部子川のダムサイトを足羽川計画として提案していく」と公表

第3回九頭竜川流域委員会（現地調査）の場で、「総合的に判断し、代替候補案ダムの方が優位」とし、今後は部子川サイトを足羽川

ダム計画として提案していきたいと説明

平成16年 7月

（2004年）
福井豪雨により足羽川流域を中心に甚大な浸水被害が発生

平成16年11月

（2004年）

第25回九頭竜川流域委員会において、「福井豪雨規模の洪水にも対応した治水容量でのダム建設計画」についておおむね理解を得

る

平成17年10月

（2005年）
第29回流域委員会において、部子川サイトでの足羽川ダム計画についておおむね理解を得る

平成18年 1月

（2006年）
第30回流域委員会において、目的を洪水調節とすることについておおむね理解を得る

平成18年 2月

（2006年）

「九頭竜川水系河川整備基本方針」策定

福井市長・議長が池田町に対しダム建設の受け入れを要請

平成18年 3月

（2006年）
福井市・三国町・春江町・坂井町から提出された足羽川ダム建設の早期実現を求める請願が福井県議会にて採択

平成18年 5月

（2006年）
近畿地方整備局長と福井県知事が会談し足羽川ダム計画について確認

平成18年 6月

（2006年）

近畿地方整備局長と福井県知事が池田町に対しダム事業の説明・協力を要請、福井市・坂井市が池田町へ足羽川ダム建設に関す

る要請

平成18年 7月

（2006年）
池田町長が国・県ならびに福井市・坂井市に対し、建設受け入れを伝え、要望書を提出

平成18年 8月

（2006年）
河川整備計画原案を公表、流域委員会、住民意見の聴取

平成18年10月

（2006年）
近畿地方整備局長、福井県知事、池田町長・議長により「足羽川ダム建設事業に係る基本協定書」を締結

平成19年 2月

（2007年）
「九頭竜川水系河川整備計画」策定

❑事業経緯 （昭和 43 年～平成 19 年） 
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平成19年 3月

（2007年）
環境アセスメントの手続きに着手

部子川ダム対策委員会と足羽川ダム建設事業に係る調査の実施に関する協定締結

平成19年 7月

（2007年）
補償調査に着手

平成19年 9月

（2007年）
小畑地区対策協議会と足羽川ダム建設事業に係る調査の実施に関する協定締結

平成19年10月

（2007年）
下池田地区対策協議会と足羽川ダム建設事業に係る調査の実施に関する協定締結

平成19年12月

（2007年）
環境影響評価方法書の公告・縦覧

平成20年 3月

（2008年）
「水源地域対策特別措置法」に基づくダム指定

平成20年 8月
（2008年）

「環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法（アセスメントの方法）を決定

平成20年 9月

（2008年）
物件等（建物、立木等）の調査に着手

平成21年 3月
（2009年）

環境影響評価準備書の公告・縦覧

平成21年12月

（2009年）
「新たな基準に沿った検証の対象とするダム事業を選定する考え方について」において、検証対象ダムとなる

平成22年12月

（2010年）

「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目（平成22年9月）」に基づき、「足羽川ダム建設事業の関係地方公共団体

からなる検討の場」を設置し、足羽川ダムに係る検証を開始

平成24年 3月
（2012年）

近畿地方整備局は「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に基づき、「足羽川ダム建設事業については継続が
妥当」とする対応方針（案）からなる検討結果を国土交通省に報告

平成24年 7月
（2012年）

足羽川ダム建設事業は継続とする国土交通省の対応方針が決定

平成25年 2月

（2013年）
環境影響評価書の公告・縦覧

平成25年 3月

（2013年）
部子川ダム対策委員会並びに足羽川ダム小畑地区対策協議会と「足羽川ダム建設事業に伴う損失補償基準に関する協定」を締結

平成26年 3月

（2014年）
足羽川ダム環境モニタリング委員会を設立

平成26年 4月

（2014年）
「足羽川ダム建設事業に関する不当要求行為等対策連絡会」を発足

平成26年 6月

（2014年）
足羽川ダム建設事業（県道松ケ谷宝慶寺大野線付替工事）着工式を実施

平成27年 3月

（2015年）
「水源地域対策特別措置法」に基づく水源地域整備計画の決定

平成27年 8月
（2015年）

平成28年度予算概算要求にあたり政府予算案の閣議決定時に個別箇所で予算措置を公表する事業等について再評価が実施され、
事業継続の対応方針決定

平成29年 7月

（2017年）
足羽川ダム建設事業（水海川導水トンネル工事）起工式

平成30年 3月

（2018年）
足羽川ダム建設事業（足羽川ダム転流工事）着手

令和2年 6月

（2020年）
足羽川ダム建設事業（足羽川ダム転流工事）完了

令和2年 11月

（2020年）
足羽川ダム建設事業（本体建設工事）起工式

令和4年 11月

（2022年）
足羽川ダム定礎式

令和5年 12月
（2023年）

「九頭竜川水系河川整備基本方針」の変更

❑事業経緯 （平成 19 年～令和 5 年） 
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 令 和 6 年 度 は、事 業 費 約 182 .3 億 円 にて、ダム本 体 工 事 、用 地 補 償 、付 替 道 路 工 事 、導 水

トンネル工 事 、原 石 山 掘 削 工 事 、水 海 川 分 水 施 設 関 連 工 事 等 を実 施 します。 

   

  ダム本 体  

ダムを建 設 するために、堤 体 打 設 工 事 と、放 流 ゲートの設 置 工 事 を実 施 します。 

 

  用 地 取 得  

損 失 補 償 基 準 （ 平 成 25 年 3 月 27 日 ） に基 づき、地 権 者 等 の皆 様 の生 活 再 建 を第 一 に、

ダム建 設 に必 要 となる土 地 等 の取 得 、物 件 補 償 を実 施 します。 

 

  付 替 道 路  

関 係 機 関 協 議 を進 め、付 替 道 路 工 事 を実 施 します。 

 

  導 水 、分 水 施 設  

導 水 施 設 である水 海 川 導 水 トンネル工 事 及 び、水 海 川 分 水 施 設 関 連 工 事 を実 施 します。 

 

  各 種 調 査  

ダム本 体 ・ 関 連 工 事 等 の設 計 に必 要 となる地 質 調 査 、ダム建 設 に必 要 な環 境 調 査 （ モニタ

リング調 査 ） および水 理 水 文 調 査 を実 施 します。 

 

令 和 6 年 3 月 末 時 点 で、事 業 用 地 の取 得 は約 9 割 、家 屋 移 転 は全 て完 了 しています。 

現 在 、事 業 に必 要 な残 りの用 地 取 得 、県 道 松 ケ谷 宝 慶 寺 大 野 線 の付 替 道 路 工 事 や導 水 ト

ンネル工 事 、ダム本 体 工 事 、水 海 川 分 水 施 設 関 連 工 事 を実 施 しており、令 和 6 年 度 は引 き続

き堤 体 打 設 工 事 を実 施 します。 

 

 

 

 

 

❑令和６年度の事業概要 

❑事業進捗状況 
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直 轄 管 理 区 間 は下 記 のとおり、河 川 区 域 内 での土 地 の占 用 、土 地 の改 変 等 について、河 川

法 による許 認 可 を行 っています。 

 
  平 成 19 年 4 月 19 日   国 土 交 通 省 告 示 第 487 号  

 

 

  

右岸 右岸

左岸 左岸

右岸

左岸

右岸

左岸

右岸

左岸

右岸 右岸

左岸 左岸

0.80km

1.80km

0.20km

1.00km
今立郡池田町水海156字1番2地先

同町水海154字6番2地先
⑦

今立郡池田町大本79字2番地先

同町大本78字3番地先

今立郡池田町下荒谷77字12番1地先

同町下荒谷58字3番地先

今立郡池田町千代谷53字3番地先

同町千代谷46字8番地先

②
今立郡池田町小畑16字21番2地先

同町小畑25字16番2地先

部子川への合流点

部子川への合流点

部子川への合流点

下荒谷川

金見谷川

篭掛川

水海川

①

③

④

⑤

⑥

今立郡池田町大本53字7番地先

部子川（稗田
川を含む）

同町大本52字8番2地先

今立郡池田町水海174字3番地先

同町水海172字2番地先

4.87km

河川名 延長
直轄管理区間

上流端 下流端

❑河川管理 

①  

②  

③  

④  

⑤  

部 子 川 流 域  

⑥  
⑦  

水 海 川 流 域  
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総 人 数 31 名 （ 事 務 系 11 名 、技 術 系 20 名 ）  

 

以 上

❑職員 

❑事務所の沿革 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 6 年 4 月 時 点  


